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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【公開番号】特開2006-184686(P2006-184686A)
【公開日】平成18年7月13日(2006.7.13)
【年通号数】公開・登録公報2006-027
【出願番号】特願2004-379267(P2004-379267)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/087    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/09     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/097    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３８４　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３１１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３６１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３４４　

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月12日(2007.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも重合性単量体、極性樹脂、着色剤及び架橋性単量体を含有するコア用単量体
組成物を微小な液滴に造粒した後、重合開始剤の存在下、懸濁重合して着色重合体粒子を
生成させ、次いで、該着色重合体粒子の存在下にシェル用重合性単量体を懸濁重合するこ
とにより得られたコア・シェル構造の重合法トナーであって、
　該重合開始剤が下記構造式（１）で示される分子量が２４０以下の化合物であり、

【化１】

（式中、Ｒ1乃至Ｒ6は、炭素数１乃至５のアルキル基）
　該着色剤がＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ２４、６０、７５、９９、１００、
１０１、１０４、１０８、１１７、１２３、１３９、１４８、１５０、１５１、１５４、
１５６、１６６、１６９、１７３、１７５、１７７、１７９、１８３、１９１、１９２、
１９３及び１９９からなるグループから選択されるイエロー着色剤であり、
　該トナーのテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）可溶成分のゲルパーミエーションクロマトグ
ラフィ（ＧＰＣ）における重量平均分子量が３００００乃至１０００００であることを特
徴とする非磁性イエロートナー。
【請求項２】
　前記重合開始剤の１０時間半減期温度が５０℃乃至６０℃であることを特徴とする請求
項１に記載の非磁性イエロートナー。
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【請求項３】
　前記式（１）のＲ1乃至Ｒ6が炭素数１乃至３のアルキル基であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の非磁性イエロートナー。
【請求項４】
　前記着色重合体粒子を形成する重合体成分のガラス転移温度が３０℃乃至６０℃であっ
て、かつ、重合体層を形成する重合体成分のガラス転移温度が８０℃乃至１０５℃である
請求項１乃至３のいずれかに記載の非磁性イエロートナー。
【請求項５】
　前記コア用単量体組成物が、重合性単量体１００質量部に対して、８０℃以上のガラス
転移温度を持つマクロモノマー０．０１乃至１質量部を含有するものである請求項１乃至
４のいずれかに記載の非磁性イエロートナー。
【請求項６】
　前記トナーの平均円形度が０．９４０乃至０．９９５であることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれかに記載の非磁性イエロートナー。
【請求項７】
　前記トナーが、硫黄原子を有する極性樹脂を含有することを特徴とする請求項１乃至６
のいずれかに記載の非磁性イエロートナー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
【化１】

（式中、Ｒ1乃至Ｒ6は、炭素数１乃至５のアルキル基）
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　該着色剤がＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ２４、６０、７５、９９、１００、
１０１、１０４、１０８、１１７、１２３、１３９、１４８、１５０、１５１、１５４、
１５６、１６６、１６９、１７３、１７５、１７７、１７９、１８３、１９１、１９２、
１９３及び１９９からなるグループから選択されるイエロー着色剤であり、
　該トナーのテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）可溶成分のゲルパーミエーションクロマトグ
ラフィ（ＧＰＣ）における重量平均分子量が３００００乃至１０００００であることを特
徴とする非磁性イエロートナー。
（２）前記重合開始剤の１０時間半減期温度が５０℃乃至６０℃であることを特徴とする
１に記載の非磁性イエロートナー。
（３）前記式（１）のＲ1乃至Ｒ6が炭素数１乃至３のアルキル基であることを特徴とする
１又は２に記載の非磁性イエロートナー。
（４）前記着色重合体粒子を形成する重合体成分のガラス転移温度が３０℃乃至６０℃で
あって、かつ、重合体層を形成する重合体成分のガラス転移温度が８０℃乃至１０５℃で
ある１乃至３に記載の非磁性イエロートナー。
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（５）前記コア用単量体組成物が、重合性単量体１００質量部に対して、８０℃以上のガ
ラス転移温度を持つマクロモノマー０．０１乃至１質量部を含有するものである１乃至４
に記載の非磁性イエロートナー。
（６）前記トナーの平均円形度が０．９４０乃至０．９９５であることを特徴とする１乃
至５に記載の非磁性イエロートナー。
（７）前記トナーが、硫黄原子を有する極性樹脂を含有することを特徴とする１乃至６に
記載の非磁性イエロートナー。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　（重合開始剤）
　ラジカル重合開始剤としては油溶性開始剤及び／又は水溶性開始剤が用いられる。油溶
性開始剤としては、上記構造式（１）で示される分子量が２４０以下の化合物で１０時間
半減期温度が５０℃乃至６０℃の重合開始剤を使用する。具体的にはｔ－ブチルパーオキ
シヘプタノエート、ｔ－ブチルパーオキシピバレート、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチ
ルヘキサノエート、ｔ－ブチルパーオキシイソブチレート、ｔ－ブチルパーオキシピバレ
ート、ｔ－ブチルパーオキシイソナノエート、ｔ－ブチルパーオキシベンゾエート、ジ－
ｔ－ブチルパーオキシイソフタレート、ｔ－アミルパーオキシピバレート、ｔ－アミルパ
ーオキシ－２－エチルヘキサノエート、ｔ－アミルパーオキシアセテート、ｔ－アミルパ
ーオキシベンゾエート、ｔ－ヘキシルパーオキシピバレート等の過酸化物類などを例示す
ることができる。また、これら重合開始剤と還元剤とを組み合わせたレドックス開始剤を
挙げることができる。これらのうち、前記式（１）のＲ1乃至Ｒ6が炭素数１乃至５（好ま
しくは炭素数１乃至３）のアルキル基であり、分子量が２４０以下の化合物で１０時間半
減期温度が５０℃乃至６０℃の有機過酸化物であることを特徴とする油溶性ラジカル開始
剤、特にｔ－ブチルパーオキシピバレートが、印字時の臭気が少なく、揮発成分による機
内汚染が抑制され、イエロー着色剤の分散が良くなることから好適である。重合開始剤の
使用量は、重合性単量体１００質量部当たり０．１～１０．０質量部である。０．１重量
％未満では、重合速度が遅く、１０重量％以上では、粒径１μｍ未満の粒子が副生したり
分子量が低くなるので好ましくない。


	header
	written-amendment

